
今年度の介護保険料をお知らせします
　介護保険制度は、介護が必要となったときも、住み慣れ
た地域で安心して生活できるよう、介護を社会全体で支え
合い、利用者とその家族を支援する制度です。
　介護保険料は、６月に決定します。皆さんに納めていた
だく介護保険料は、介護保険サービスを提供するための大
切な財源となっています。
　介護が必要となったときに、安心してサービスが利用で
きるよう、介護保険料は必ず納期限内に納めてください。
　適切な介護保険制度の運営のため、皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。

介護保険の財源（利用者負担は除く）

65歳以上の方の

●介護保険料の納め方

　特別徴収（年金からの天引き）
・年金（老齢基礎年金・厚生年金などの老齢（退職）
年金・遺族年金・障害年金）を年額１８万円以
上受給されている方は、特別徴収で納めていた
だきます。
・年間保険料額を年金の定期支払い月（年６回）
で差し引かせていただきます。
・年間保険料額は年金の支払い月（年６回）ごと
に分けて調整されますので、一回ごとの支払額
が変動する場合があります。

　普通徴収（口座振替や納付書）
・年金が年額18万円未満の方や年度途中に65歳にな
られた方、他の市区町村から転入された方等は、普
通徴収で納めていただきます。
・6月から３月まで、毎月口座振替または納付書で納
めていただきます。納期限は毎月末日です（毎月の
納付となりますので、介護保険料の納付は便利な口
座振替をご利用ください）。
・納付書で納めていただく方の納付書は、年間分をま
とめて送付させていただきます。

65歳以上の方の介護保険料の納付方法は、特別徴収（年金からの天引き）と
普通徴収（口座振替や納付書）の2種類です。

●介護保険料の決め方 65歳以上の人の保険料は、市区町村ごとに算出された「基準額」をもとに所得に
応じて決まります。（日野町の平成30～32年度基準額は、年額74,400円です。）

◆問い合わせ先　長寿福祉課　高齢者福祉介護担当　☎0748-52-6501

（※１）　老齢福祉年金とは大正５年4月1日以前に生まれた方で、一定の条件に該当する方が受けている年金です。
（※２）　合計所得金額とは収入額から必要経費相当額を差し引いた額です。（扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の額）
（※３）　第1～３段階は所得の低い方への軽減があるため、実際にお納めいただく金額は(　)内の金額です。
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近江地域よかよかまつり」を開催
します。
●とき／ 6月22日（土）午前10：
00 ～午後3：00●ところ／あか
ね文化ホール（東近江市蒲生支所
のとなり）●内容／バンド演奏や
ダンス等のステージ発表、飲食物
や自主製品等の模擬店、パネル展
示等（がもにゃんをはじめ、東近
江地域のゆるキャラ等も登場予定
です）
◆  問い合わせ先　東近江地域障害

者生活支援センターれいんぼう
　☎0748-32-8700
　FAX 0748-32-8720
　福祉保健課　福祉担当
　☎0748-52-6573
　FAX 0748-52-0089

第39回 日野町消防団
「ポンプ操法訓練大会」開催

　6月23日(日)の午前7時から
必佐小学校グラウンドにて、日野
町消防団による第39回「ポンプ
操法訓練大会」が開催されます。
ぜひご見学ください。
◆問い合わせ先  総務課 総務担当
　☎0748-52-6500

第15回 東近江地域
よかよかまつり

　障がいのある人と地域の皆さん
との交流の場として「第15回東
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お 知 ら せ

布引斎苑休苑日
6月５日（水）・7月3日（水）7月

7/15（祝） 安土デンタルクリニック 近江八幡市安土町上豊浦1367 ☎0748-46-4797

◆問い合わせ先　一般社団法人湖東歯科医師会　☎0748-20-2801

休日診療の歯医者さん

　し尿収集の予約は5日前までにクリー
ンぬのびき広域事業協同組合（☎0748-
23-0107）へ申し込んでください。
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6月のし尿収集カレンダー

■…し尿収集はお休みです

相 室談
●よろず相談
とき…毎週木曜日
　　　午前9：00～正午

（受付 午前11：30まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室
●行政相談
とき…毎月第3木曜日
　　　午前9：00 ～正午

（受付 午前11：30まで）
ところ…勤労福祉会館1階相談室

町長懇談室
　事前に①希望日、②懇談内容、
③連絡先を担当までお知らせく
ださい。ご連絡いただいたとき
に日程調整いたします。
企画振興課　秘書広報担当　　
☎0748-52-6550

第61回水道週間スローガン

｢いつものむ いつもの水に 日々感謝｣
安心・安全な水道の安定供給に取り組んでい
ます。
　私達の暮らしに欠かせない水。町では安全・安
心な水道水を供給するため、水道水の毎日検査（濁
りや色、消毒効果など）や毎月の詳細検査（飲み
水に適合した基準値の確認等）を実施しています。
　また、30 年以内に発生する確率が 70％から
80％と予測されている南海トラフ大地震などの災
害による断水を最小限に抑えるために、町では平
成 26年度より、主要な配水池間（西大路地区から
日野地区一帯）を結ぶ主要幹線配水管を耐震管に

取り替える工事を実施
しており、昨年度まで
に松尾地先までの工事
が完了しました。今年
度も引き続き主要配水
管を更新する工事を実
施する予定です。さらに、老朽化で漏水の頻度が
高い配水管の更新工事や配水管の内部調査を終え
た配水管の清掃作業を予定しています。
　今後も、安全・安心な水道水を安定して供給す
るために、施設の整備を進めていきます。

6月1日～7日は
水道週間

◆問い合わせ先　上下水道課　上水道担当　☎0748-52-6576
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